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牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の全頭検査廃止に係わる要請について

当協会では、これまで牛肉の安全性を確保する観点から、国や道にＢＳＥ対策の規

制緩和措置への懸念や全頭検査の継続を訴えてきましたが、道は６月２６日、ＢＳＥ

対策として、食用牛を対象に自主的に実施している全頭検査を６月末をもって廃止す

ることを知事の記者会見で発表しました。

今回の全頭検査の廃止理由として、安全性の確認や道民の一定の理解を得たとの判

断ですが、道で実施した「と畜牛ＢＳＥ検査の見直し（案）についての意見募集」で

は、「ＢＳＥ全頭検査」の継続を求める意見が数多く寄せられたことも公表されていま

す。十分に解明されていない非定型ＢＳＥ問題等に対する不安は未だ払拭できず、私

たちは、この時点で全頭検査廃止することに理解を示すことはできません。

つきましては、あらためて以下の点を要請いたします。

記

１．道民の「食の安全・安心」を確立するため、平成２５年７月以降も、ＢＳＥ

全頭検査を継続すること。

２・ 特に、未解明の部分が多い非定型ＢＳＥの調査研究については、国と連携し

ながら道においても積極的に調査研究を推進すること。


